
矯正・保護観察所における居住支援



出所受刑者の帰住先の現状



刑余者における居住支援の必要性

•事件を起こす背景として、孤独であることが原因となることがある。
•出所後も変わらず、孤独のままである。

•高齢のため身寄りがなく、周囲に頼る人がいない。
•頼ることをためらい、SOSを出さない。

•住居がないため、就労が決まらず、一定の収入が得られない。
• （就労⇄住居）の確保による悪循環の繰り返し。
•知的な制約があり、福祉等の窓口契約の方法、携帯電話ですら契約
できない者もいる（矯正側でもサポートはしている。）。

居場所がなく、再び犯罪に手を染めてしまう。



保護観察所

更生保護施設

• 行き場のない刑務所出所者等を、自立資金を蓄えるまでの数か
月間、収容保護。原則２４時間体制。

• 期間限定

自立準備ホーム

• 宿泊場所、食事の提供とともに、毎日の生活指導を実施。
• 期間限定

・更生保護施設入所者の自立先の確保

・保証人問題

・初期費用の不足（一定の収入がない。）

・支援者の刑余者受入れの不安の解消

・住居が安定しないことにより、就労も安定しない。

【課題】



帰るべき場所がない刑務所出所者の２年以内再入率は、

更生保護施設等の適切な住まいを確保して仮釈放となった者の約1.8倍

・更生保護施設等は、一時的な住
居であり、入所した出所者等は、
自立のために必要な資金を確保す
るなどして、退所していくことが
求められる。

・更生保護施設等に入所した出所
者等は、頼ることができる親族等
がいないことから、自立先（施設
退所後の住居）を確保するに当
たって様々な困難が生じやすい。

・居所（住まい）不安定な生活を
過ごす中で、再犯のリスクが高ま
る。

保護観察所

27.5％ 15.4%

帰るべき場所がない刑務所出所者 更生保護施設等への仮釈放者

住居の有無別の刑務所出所者の2年以内

再入率

約１.８倍

（R2年出所者）


